
番号 14

処　　  分　　　名

処　分　の　概　要

根　拠　法　令　名

条　　　　　　　項

所　　  管  　　課 市街地整備課

　　経由機関での処理期間 なし

　　所管課での処理期間 14日

　　標　準　処　理　期　間 計 14日

審　査　基　準

【根拠法令等】
土地区画整理法
（施行者の変動）
第十一条　個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人
が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
２　施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の
者（前項に規定する一般承継人を除く。）が承継した場合においては、その者は、施行者となる。
３　施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合（当該借地
権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。）において、その借地権の目的となつ
ていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地
上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつては
その宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。
４　一人で施行する土地区画整理事業において、前三項の規定により施行者が数人となつた場合にお
いては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事
業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四条第一項の規約を定め、その規
約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

審査基準及び標準処理期間整理個表

施行者の変動による規約の認可

施行者の変動による規約を認可する。

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）

第11条第4項

未設定

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

申請者 所管課

申請

認可

14日

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


